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• 農山村の特性は地域によって多様である。また、こうした特性が地域の社会・
経済活動に及ぼす影響は極めて大きい。

• こうした地域特性を考慮すれば、農山村を単一の地域として取り扱うのではな
く、いくつかに類型化した上で検討を行うべきであると考えられる。

資料３

• 最低限どのレベルまで類型化することが妥当か。
• 類型化にあたって考慮すべき指標は何か。

– 人口
– 地目別土地面積
– バイオマス資源の賦存状況
– 大都市からの距離 ／等

論
点

（参考）類型化の例

– 人口や地目別土地面積による類型 – 資源賦存量による類型
項目 種別

木質 林地残材、製材所廃材、建築解体廃材／等

農業 稲わら、もみ殻／等

畜産 乳用牛、肉用牛、豚、鶏／等

食品 生活系厨芥類、動植物性残渣／等

検討を進める上での論点－類型化①
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検討を進める上での論点－類型化②
• 本SWGにおける農山村の類型化案

全国の自治体

平地農業地域、中間農業地域、
山間農業地域に該当する市町村

都市的地域のう
ち広く農山村地
域を含む自治体

山村・
林業型

農村・
農業型

農村・
畜産型

排出削減・吸収
ポテンシャル
○○t-CO2

排出削減・吸収
ポテンシャル
○○t-CO2

排出削減・吸収
ポテンシャル
○○t-CO2

農山村地域における
排出削減・吸収ポテンシャル

○○t-CO2

自治体のうち、
都市的地域（DID
人口２万人以上）
を省く）

未利用バイオマス
資源に基づき区分

Step 1

• 全国の自治体（市町村）のうち、「農
業地域類型区分」（農林水産省）にお

いて「平地農業地域」「中間農業地

域」「山間農業地域」に該当する自治

体を農山村として抽出。

• 但し、市町村内に充分な農山村地域を
有するものの、上記３区分に該当しな

い自治体（浜松市等）については、農

山村として追加的に抽出。

Step 2

• 農山村として抽出した自治体を未利用

バイオマス賦存量（木質系バイオマス、

農業系バイオマス、畜産バイオマス

等）に基づき『山村・林業型』『農

村・農業型』『農村・畜産型』の３種

類に区分する。

Step 3
• 類型化した市町村について、バイオマ
ス活用のポテンシャルを推計。
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検討を進める上での論点－効果の定量評価
• 農山村の特性は地域によって多様であるため、たとえ類型化を行ってもボトム
アップでの効果の定量化には高い不確実性が伴うと考えられる。

• 農山村地域と都市地域を切り分けて排出・吸収量を算定することは、データ利
用可能性の観点から困難であると考えられる。

• 農山村分野では、対策の直接的な効果の他、間接的な効果（複数の対策による
相乗効果等）も見込まれるが、これらの効果を定量化することは必ずしも容易

ではない。

• 本SWGでは、農山村地域に関係する対策の直接的な効果のみを定量化す
ることとし、間接的効果は専門家ヒアリング等に基づき定性的に評価する

との方針でよいか（なお、算定を実施する上での前提条件や方法に関する

情報は明確にすることとする）。

論
点

現在の
排出・吸収量

将来の
排出・吸収量

農山村地域
づくりに伴う
排出削減量

直接的効果

定量評価の対象
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